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(57)【要約】
【課題】
　支持線の有無のみが異なる２種類の光ファイバーケー
ブルを壁面に沿って配線する際に、同一の保持具により
ガタツキなく保持可能にすることである。
【解決手段】
　扁平状の光ファイバーケーブルＣを保持して壁面に沿
って配線する際に用いられる保持具Ｈであって、前記光
ファイバーケーブルＣが収容される基本収容空間Ｋを備
えた基台Ｖと、当該基台Ｖに設けられた前記基本収容空
間Ｋの両側方が開口された状態で当該基本収容空間Ｋの
上面を覆う蓋体Ｌとから成り、前記基本収容空間Ｋにお
ける当該基本収容空間Ｋを構成していて配線方向Ｐに沿
って配置された対向側壁部１，２の一方であって、高さ
方向に沿って前記蓋体Ｌの天板部２１が配置される側に
保持片９が他方の側壁部２の側に向けて設けられた構成
とする。
【選択図】　図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　扁平状の光ファイバーケーブルを保持して壁面に沿って配線する際に用いられる保持具
であって、
　前記光ファイバーケーブルが収容される収容部を備えた基台と、当該基台に設けられた
前記収容部の両側方が開口された状態で当該収容部の上面を覆う蓋体とから成り、
　前記収容部における当該収容部を構成していて配線方向に沿って配置された対向側壁部
の一方であって、高さ方向に沿って前記蓋体の天板部が配置される側に保持片が、他方の
側壁部の側に向けて設けられ、
　前記光ファイバーケーブルが支持線を有する場合には、当該光ファイバーケーブルは、
前記支持線が前記収容部の保持片の下方に配置保持された状態で前記収容部に収容され、
　前記光ファイバーケーブルが支持線を有しない場合には、当該光ファイバーケーブルは
、前記収容部における保持片の先端部と前記保持片と対向する他方の側壁部との間に収容
される構成であることを特徴とする光ファイバーケーブル保持具。
【請求項２】
　前記光ファイバーケーブルは、壁面に対して平行に保持されることを特徴とする請求項
１に記載の光ファイバーケーブル保持具。
【請求項３】
　前記基台と蓋体とは、ヒンジ連結されていることを特徴とする請求項１又は２に記載の
光ファイバーケーブル保持具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、扁平状をした光ファイバーケーブルを保持して壁面に沿って配線する際に用
いられる保持具に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　光ファイバーケーブルを建物の外壁面に沿って配線するには、所定箇所毎に保持具を介
して保持する必要がある。この光ファイバーケーブルＣは、図１１に示されるように、１
ないし複数本（実施例では２本）のファイバー５１と、当該ファイバー５１の両側に配置
されたテンションメンバー５２とが第１シース５３内に埋設され、更に当該第１シース５
３に簡易連結部５４を介して分離可能に連結された第２シース５５内に支持線５６が埋設
された扁平状になっている。このように、支持線５６が設けられているのは、光ファイバ
ーケーブルＣの架空配線時において、当該ケーブルＣが容易に曲げられたり、捩じられた
りするのを防止して、前記ファイバー５１を保護するためである。
【０００３】
　上記した光ファイバーケーブルＣにおいて、支持線５６が必要な部分は、屋外における
架空配線部のみであって、屋内配線部においては、風等の影響がなくて、保持具のみで内
壁面にしっかりと保持できる。このため、前記支持線５６の部分は不要となるので、簡易
連結部５４で支持線５６の部分を切断して、ファイバー５１及びテンションメンバー５２
が埋設された第１シース５３の部分のみを使用している。
【０００４】
　このように、架空配線される光ファイバーケーブルＣは、建物の外壁面においては支持
線５６を有している状態で保持されると共に、屋内においては、支持線５６が切除された
状態で内壁面に保持され、支持線５６の有無によって光ファイバーケーブルＣの幅が大き
く変化するので、例えば特許文献１に記載の保持具では、支持線５６を有しない光ファイ
バーケーブルＣをガタツキなく保持することができない問題があった。
【特許文献１】特許第３８４１７０７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００５】
　本発明は、支持線の有無のみが異なる２種類の光ファイバーケーブルを壁面に沿って配
線する際に、同一の保持具によりガタツキなく保持可能にすることを課題としている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の課題を解決するための請求項１の発明は、扁平状の光ファイバーケーブルを保持
して壁面に沿って配線する際に用いられる保持具であって、前記光ファイバーケーブルが
収容される収容部を備えた基台と、当該基台に設けられた前記収容部の両側方が開口され
た状態で当該収容部の上面を覆う蓋体とから成り、前記収容部における当該収容部を構成
していて配線方向に沿って配置された対向側壁部の一方であって、高さ方向に沿って前記
蓋体の天板部が配置される側に保持片が、他方の側壁部の側に向けて設けられ、前記光フ
ァイバーケーブルが支持線を有する場合には、当該光ファイバーケーブルは、前記支持線
が前記収容部の保持片の下方に配置保持された状態で前記収容部に収容され、前記光ファ
イバーケーブルが支持線を有しない場合には、当該光ファイバーケーブルは、前記収容部
における保持片の先端部と前記保持片と対向する他方の側壁部との間に収容される構成で
あることを特徴としている。
【０００７】
　屋外の架空配線部では支持線の存在によりケーブルが捩じられたりすることなく架空配
線され、屋外において光ファイバーケーブルを建物の外壁面に配線するには、請求項１の
発明に係るケーブル保持具により光ファイバーケーブルを一定間隔をおいて保持する必要
がある。即ち、支持線を有する光ファイバーケーブルの当該支持線の部分のみを、基台に
設けられた保持片の下方に挿入保持させると共に、光ファイバーケーブルの残りのファイ
バーの部分は、基台の収容部における保持片の先端部と前記保持片と対向する側壁部との
間に収容保持させ、この状態で基台に対して蓋体を覆蓋させる。これにより、基台の収容
部は、上面側のみが蓋体により覆われると共に、両側方は開口したままの状態で、基台に
対して蓋体が覆蓋されて、支持線を有する光ファイバーケーブルは、保持具に保持されて
、当該保持具を外壁面に固定することにより建物の外壁面に沿って配線される。
【０００８】
　このように、光ファイバーケーブルの支持線の部分のみが基台の保持片の下方に挿入保
持されて、ケーブル保持具を外壁面に固定する前の状態において、当該ケーブルとケーブ
ル保持具とが仮連結されて分離しない状態となっているので、光ファイバーケーブルを保
持して外壁面に沿って配線する作業が容易になる。また、光ファイバーケーブルの曲げ、
捩りの各剛性を高めるためのみに設けられて、本来の情報伝達機能を有していない支持線
の部分のみが保持片の下方に挿入保持されて、ファイバーの部分は、収容部の自由空間部
に配置されるので、保持片により損傷されることはない。
【０００９】
　一方、屋内に引き込まれた光ファイバーケーブルは、風等の影響によりわん曲されたり
、捩じられたりすることはないので、支持線を切除するか、或いは当初より支持線を有し
ていなくて、光ファイバーが埋設された部分が同一形状の光ファイバーケーブルを使用す
る。このため、支持線が切除される等して支持線を有していない光ファイバーケーブルは
、基台の収容部における保持片の先端部と当該保持片と対向する側壁部との間の自由空間
部に収容保持した状態で、基台に対して蓋体が覆蓋される。これにより、屋内においても
、同一の保持具の使用により、支持線を有しない光ファイバーケーブルをガタツキなく保
持した状態で内壁面に沿って配線できる。
【００１０】
　また、請求項２の発明は、請求項１の発明において、前記光ファイバーケーブルは、壁
面に対して平行に保持されることを特徴としており、光ファイバーケーブルは扁平状であ
るために、壁面に平行に配置された方が垂直に配置されるよりも、起立部がなくなって安
全であると共に、配線時における占有スペースも小さくて済むために好都合である。
【００１１】
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　また、請求項３の発明は、請求項１又は２の発明において、前記基台と蓋体とは、ヒン
ジ連結されていることを特徴としているので、使用時において基台と蓋体とを認識して探
す必要がなくなって使い勝手がよいと共に、基台と蓋体とのいずれか一方の紛失も防止さ
れる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、支持線の有無のみが異なる２種類の光ファイバーケーブルを壁面に沿
って配線する際に、同一の保持具によりガタツキなく保持可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、最良の実施形態を挙げて、本発明について更に詳細に説明する。
【００１４】
　最初に、図１ないし図３を参照して、光ファイバーケーブルＣを部分保持するための本
発明に係るケーブル保持具Ｈについて説明し、その後に当該ケーブル保持具Ｈの使用方法
について説明する。図１（ａ），（ｂ）は、本発明に係るケーブル保持具Ｈの非使用状態
の正面及び背面の各斜視図であり、図２（ａ），（ｂ）は、同様の状態の正面図、及び背
面図であり、図３は、図２（ａ）のＸ－Ｘ線断面図である。
【００１５】
　ケーブル保持具Ｈは、光ファイバーケーブルＣの長手方向の一部が部分的に収容される
基本収容空間Ｋを備え、蓋体Ｌが覆蓋された状態でビスＢを介して壁面に固定される基台
Ｖと、当該基台Ｖに覆蓋されて、前記基本収容空間Ｋの両側方が開口された状態で上面側
のみを覆う蓋体Ｌとから成る。基台Ｖと蓋体Ｌとは、ヒンジ連結部４１を介して連結され
た状態で樹脂原料から射出成形される。基台Ｖと蓋体Ｌとは、成形時においては、内側又
は外側が互いに同一側を向いた状態で成形される。
【００１６】
　基台Ｖは、正面視において略方形をなしていて、台座部１と側壁部２との間に配線方向
Ｐに沿った両側、及び上面側の３方向に開口した基本収容空間Ｋが当該配線方向Ｐに沿っ
て設けられている。台座部１と側壁部とで、請求項１で特定される対向側壁部を構成して
いる。基台Ｖの台座部１と側壁部２との間には、基本収容空間Ｋを構成する底板部３が形
成され、当該底板部３には、配線方向Ｐに沿って連続する２つの空間部４が設けられて、
基本収容空間Ｋの側が凸となるようにわん曲されたわん曲弾性片５の配線方向Ｐに沿った
両端部が前記底板部３に連結された状態で前記各空間部４に配置されている。また、側壁
部２の配線方向Ｐに沿った中央部には、蓋体Ｌの嵌合孔２５に嵌合される嵌合突起６が形
成され、当該嵌合突起６の両側には、蓋体Ｌの天板部２１の裏面に当接する当接面７がそ
れぞれ形成されている。側壁部２と底板部３の各外側面が交叉する部分には、基台Ｖに対
して蓋体Ｌを覆蓋した状態で、蓋体Ｌの係合突起２７と係合される係合凹部８が形成され
ている。また、基台Ｖに蓋体Ｌを覆蓋した状態では、基台Ｖの台座部１の配線方向Ｐに沿
った両側には、蓋体Ｌのわん曲された第２側壁部２３が配置されるが、基本収容空間Ｋの
両側は開口されたままであるので、基台Ｖの底板部３は、台座部１に対して配線方向Ｐに
沿って僅かに突出している。基台Ｖの基本収容空間Ｋの幅Ｄ（図３参照）は、種々の幅の
光ファイバーケーブルに対応可能なように、標準幅の光ファイバーケーブルＣを収容した
場合には多少の余幅が生ずるようになっている（図６参照）。
【００１７】
　また、台座部１の上面側における側壁部２と対向する部分には、配線方向Ｐに沿って所
定間隔をおいて一対の保持片９が側壁部２の側に向けて突出した状態で基本収容空間Ｋに
配置されている。当該一対の保持片９は、基端部を支点として弾性変形可能である。台座
部１における側壁部２と対向する側面から前記一対の保持片９の裏面に至る部分は、光フ
ァイバーケーブルＣの支持線５６が埋設された第２シース５５の断面形状に対応した円弧
状に形成されている。従って、保持片９の先端部（自由端部）の裏面には、斜下方を向い
た抜止め部１１（図３及び図４参照）が形成され、当該保持片９の裏面には、配線方向Ｐ
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に沿って所定間隔をおいて複数本（実施例では３本）の滑止め突条１２が基本収容空間Ｋ
の幅方向（配線方向Ｐと直交する方向）に沿って形成されている。基本収容空間Ｋにおけ
る一対の保持片９と底板部３とで中空断面がほぼ円形に形成された部分は、光ファイバー
ケーブルＣの支持線５６の部分（第２シース５５の部分）を収容するための支持線収容部
１０であり、当該支持線５６の部分を支持線収容部１０に挿入して収容する際には、一対
の保持片９の先端部は僅かに上方に弾性変形することにより挿入開口側が広くなって、当
該挿入を容易にしている。なお、図１及び図２において、１３は、台座部１に設けられた
ビス挿通孔を示す。
【００１８】
　一方、蓋体Ｌは、方形状をした天板部２１におけるヒンジ連結部４１と対向する辺部に
、覆蓋状態において基台Ｖの側壁部２の外側に配置される第１側壁部２２が設けられ、天
板部２１の周縁部における第１側壁部２２及び基台Ｖの基本収容空間Ｋに対応する部分を
除く部分には、第２側壁部２３が形成されている。従って、第１及び第２の各側壁部２２
，２３の周方向に沿った形成端部には、光ファイバーケーブルＣの挿通口を形成するため
の開口２４がそれぞれ形成されている。また、天板部２１における第１側壁部２２に近接
した部分には、基台Ｖの側壁部２に形成された嵌合突起６を嵌合させるための長孔状の嵌
合孔２５が形成されており、天板部２１における基台Ｖの基本収容空間Ｋの上面側を閉塞
する部分には、配線方向Ｐに沿って所定間隔をおいて多数の滑止め突条２６が配線方向Ｐ
と直交する方向に沿って形成されている。また、蓋体Ｌの第１側壁部２２の内側面におけ
る幅方向の自由端側には、基台Ｖの側壁部２の幅方向の基端側に形成された係合凹部８に
係合可能な係合突起２７が形成されている。なお、図１ないし図３において、２８は、基
台Ｖに対して蓋体Ｌを覆蓋した状態で、基台Ｖのビス挿通孔１３と合致するビス挿通孔を
示す。
【００１９】
　次に、図４ないし図７を参照にして、上記したケーブル保持具Ｈを使用して、外壁面Ｗ

1 において光ファイバーケーブルＣを外壁面Ｗ1 に対して平行にして保持して、外壁面Ｗ

1 に配線する場合について説明する。図４は、光ファイバーケーブルＣを外壁面Ｗ1 に対
して平行に配置して保持する場合において、基台Ｖの基本収容空間Ｋに光ファイバーケー
ブルＣを部分的に収容した状態の斜視図であり、図５は、同じく光ファイバーケーブルＣ
をケーブル保持具Ｈにより保持して外壁面Ｗ1 に沿って配線した状態の斜視図であり、図
６は、同様の状態の横断面図であり、図７は、図６のＹ－Ｙ線断面図である。まず、図４
及び図６に示されるように、基台Ｖに対して蓋体Ｌを開いておいて、当該基台Ｖの基本収
容空間Ｋ内に光ファイバーケーブルＣの一部を収容して、当該ケーブルＣの支持線５６の
部分（第２シース５５の部分）を左右一対の保持片９と底板部３とで形成される支持線収
容部１０に押し込むと、断面円形をした前記ケーブルＣの第２シース５５の部分は、基台
Ｖの底板部３と当該一対の保持片９との間で挟持された状態で、光ファイバーケーブルＣ
の長手方向に沿った一部が基台Ｖの基本収容空間Ｋに収容配置される。
【００２０】
　上記の状態で、ヒンジ連結部４１を中心にして基台Ｖに対して蓋体Ｌを回して、当該基
台Ｖに蓋体Ｌを覆蓋させると、基台Ｖの側壁部２が蓋体Ｌの嵌合孔２５に挿入嵌合される
と共に、蓋体Ｌの係合突起２７が基台Ｖの係合凹部８に係合して、基台Ｖに対して蓋体Ｌ
が一体に係合された状態となる。この状態では、図６及び図７に示されるように、基台Ｖ
の基本収容空間Ｋの上面側は蓋体Ｌの天板部２１で覆われて、光ファイバーケーブルＣの
支持線５６を除くファイバー５１の部分（第１シース５３の部分）は、基台Ｖの一対のわ
ん曲弾性片５と蓋体Ｌの天板部２１の裏面の滑止め突条２６によって上下から挟持される
ため、光ファイバーケーブルＣは、保持具Ｈから容易には抜け出ない。基台Ｖの一対のわ
ん曲弾性片５は、底板部３の側に弾性変形した状態で保持されるので、光ファイバーケー
ブルＣの保持状態が安定する。基台Ｖに蓋体Ｌを覆蓋させて一体に係合された状態では、
基台Ｖ及び蓋体Ｌの各のビス挿通孔１３，２８は、互いに合致しており、合致したビス挿
通孔１３，２８にビスＢを挿通して、外壁面Ｗ1 にねじ込むと、当該ビスＢを介してケー
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ブル保持具Ｈが外壁面Ｗ1 に固定されることにより、ケーブル保持具Ｈに保持された光フ
ァイバーケーブルＣは、外壁面Ｗ1 に部分的に固定される（図５参照）。
【００２１】
　上記したように、光ファイバーケーブルＣの支持線５６の部分のみが基台Ｖの保持片９
の下方に挿入保持されて、ケーブル保持具Ｈを外壁面Ｗ1 に固定する前の状態において、
当該ケーブルＣとケーブル保持具Ｈとが仮連結されて分離しない状態となっているので、
ケーブル保持具Ｈにより光ファイバーケーブルＣを保持して外壁面Ｗ1 に沿って配線する
作業が容易になる。また、光ファイバーケーブルＣの曲げ、捩りの各剛性を高めるための
みに設けられて、本来の情報伝達機能を発揮する部分ではない支持線５６の部分のみが基
台Ｖの一対の保持片９の下方に挿入保持されて、ファイバー５１の部分は、収容部の自由
空間部に配置されるので、一対の保持片９の下方に強制的に圧入することにより損傷され
ることはない。
【００２２】
　次に、図８ないし図１０を参照して、屋内に引き込まれた光ファイバーケーブルＣを内
壁面Ｗ2 に保持する場合について説明する。既述のように、屋内配線の場合には支持線５
６が除去されるために、光ファイバーケーブルＣ’の幅は狭くなっている。図８は、支持
線５６が切除された光ファイバーケーブルＣ’を基台Ｖの基本収容空間Ｋに収容した状態
の斜視図であり、図９は、ケーブル保持具Ｈにより保持された光ファイバーケーブルＣ’
を内壁面Ｗ2 に配線した状態の斜視図であり、図１０は、同様の状態の横断面図である。
屋内において内壁面Ｗ2 に、ケーブル保持具Ｈにより支持線５６が切除された光ファイバ
ーケーブルＣ’を保持して内壁面Ｗ2 に沿って配線するには、図８に示されるように、光
ファイバーケーブルＣ’の一部を基台Ｖの基本収容空間Ｋにおける一対の保持片９の先端
部の抜止め部１１と、当該一対の保持片９と対向する第１側壁部２２との間に収容した状
態で、基台Ｖに対して蓋体Ｌを覆蓋させて一体に係合させ、この状態でビスＢを介してケ
ーブル保持具Ｈを内壁面Ｗ2 に固定すると、当該ケーブル保持具Ｈに保持された光ファイ
バーケーブルＣ’は、内壁面Ｗ2 に沿って配線される。光ファイバーケーブルＣ’は、屋
外において保持する場合と同様に、基台Ｖの一対のわん曲弾性片５と蓋体Ｌの天板部２１
の裏面の滑止め突条２６によって上下から挟持される（図１０参照）ため、光ファイバー
ケーブルＣ’は保持具Ｈから容易には抜け出ない。
【００２３】
　上記のようにして、光ファイバーケーブルＣ’の一部を基台Ｖの基本収容空間Ｋにおけ
る一対の保持片９の先端部の抜止め部１１と、当該一対の保持片９と対向する第１側壁部
２２との間に収容する際には、配線方向Ｐに沿って配置された一対のわん曲弾性片５は、
原形状を維持していて基本収容空間Ｋの上面の側に凸となっているので、前記基本収容空
間Ｋに光ファイバーケーブルＣ’を配置した状態では、当該光ファイバーケーブルＣ’の
支持線収容部１０の側の側面は、一対の保持片９の先端面９ａ（図１０参照）に部分的に
当接可能になっており、この状態で、基台Ｖに対して蓋体Ｌを覆蓋させると、一対のわん
曲弾性片５が下方にわん曲されて、当該一対のわん曲弾性片５と蓋体Ｌの天板部２１の裏
面の複数の滑止め突条２６との間で光ファイバーケーブルＣ’の一部が挟持される。しか
も、図１０に示されるように、基台Ｖに対して蓋体Ｌが覆蓋されて、基台Ｖの基本収容空
間Ｋに光ファイバーケーブルＣ’の一部が収容された状態においても、当該光ファイバー
ケーブルＣ’の支持線収容部１０の側の側面は、一対の保持片９の先端面９ａに部分的に
当接可能な寸法関係になっているので、当該光ファイバーケーブルＣ’が支持線収容部１
０内に入り込むことはない。このように、光ファイバーケーブルＣ’は、一部が支持線収
容部１０内に入り込むことなく、常に基台Ｖの基本収容空間Ｋの上記した所定位置に配置
されるため、ガタツキを生ずることなく基本収容空間Ｋに収容される。
【００２４】
　また、上記したように、基台Ｖに形成された基本収容空間Ｋの幅Ｄは、標準的な光ファ
イバーケーブルを収容した場合には僅かに余幅が発生するようにしてあり、一対の保持片
９と底板部３とで、標準サイズの光ファイバーケーブルの支持線の部分を保持可能なよう
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に寸法設計されているが、ケーブルの支持線５６の部分が大き過ぎて（太過ぎて）、支持
線収容部１０に収容できない場合には、一対の保持片９を切除して収容すればよい。
【００２５】
　また、上記説明では、屋内配線時には、支持線５６は不要となるため、光ファイバーケ
ーブルＣの支持線５６の部分を切除して使用しているが、当初より支持線を有していなく
て、光ファイバーが埋設されている部分が同一形状である光ファイバーケーブルを使用す
ることも可能である。
【００２６】
　また、本発明に係るケーブル保持具を用いて光ファイバーケーブルを配線する壁面とは
、建物の壁面、天井面及び床面、或いはパーティション（簡易間仕切り壁）の壁面等をい
う。
【００２７】
　また、上記実施例では、基台Ｖと蓋体Ｌとはヒンジ連結されているために、その一方を
紛失する恐れがないと共に、対応する基台Ｖと蓋体Ｌとをいちいち探す面倒も解消される
利点があるが、本発明のケーブル保持具においては、基台と蓋体とは別体であってもよい
。
【００２８】
　また、上記実施例では、基台と蓋体との双方にビス挿通孔が形成されて、当該基台と蓋
体とが一体となった状態で、ビスを介して基台と蓋体との双方が壁面に固定される構成で
あるが、基台又は蓋体の一方のみがビスを介して壁面に固定される構成にしてもよい。こ
こで、蓋体のみが壁面に固定される場合とは、当該蓋体が壁面に接して、基台が手前側に
配置される場合をいう。
【００２９】
　また、上記実施例のケーブル保持具は、光ファイバーケーブルを壁面に対して平行に配
置して保持するものであるが、当該ケーブルを壁面に対して垂直に配置して保持するもの
であってもよい。そして、支持線を備えた光ファイバーケーブルは、断面視において長さ
の長い辺を含む平面内で曲げることは困難であるため、屋外から屋内にケーブルを引き込
む部分においては、当該ケーブルを捩じって配線せざるを得ない場合がある。この場合に
おいては、ケーブルの捩り配線部の前後では、壁面に対する配置は互いに直交していて、
一方は壁面に平行に配置され、他方は壁面に垂直に配置されている。このため、壁面に対
するケーブルの配置が平行な保持具と、垂直な保持具との２種類を用意しておいて、ケー
ブルの捩り配線部の前後は、異なる保持具で保持することにより、当該ケーブルを捩った
状態で配線して、屋外から屋内に配線することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】（ａ），（ｂ）は、本発明に係るケーブル保持具Ｈの非使用状態の正面及び背面
の各斜視図である。
【図２】（ａ），（ｂ）は、同様の状態の正面図、及び背面図である。
【図３】図２（ａ）のＸ－Ｘ線断面図である。
【図４】光ファイバーケーブルＣを外壁面Ｗ1 に対して平行に配置して保持する場合にお
いて、基台Ｖの基本収容空間Ｋに光ファイバーケーブルＣを部分的に収容した状態の斜視
図である。
【図５】同じくケーブル保持具Ｈにより光ファイバーケーブルＣを保持して外壁面Ｗ1 に
沿って配線した状態の斜視図である。
【図６】同様の状態の横断面図である。
【図７】図６のＹ－Ｙ線断面図である。
【図８】支持線５６が切除された光ファイバーケーブルＣ’を基台Ｖの基本収容空間Ｋに
収容した状態の斜視図である。
【図９】ケーブル保持具Ｈにより保持された光ファイバーケーブルＣ’を内壁面Ｗ2 に配
線した状態の斜視図である。
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【図１０】同様の状態の横断面図である。
【図１１】（ａ），（ｂ）は、それぞれ架空配線部、及び屋内で使用される光ファイバー
ケーブルＣ及び同Ｃ’の断面図である。
【符号の説明】
【００３１】
　　　　　　　Ｃ：光ファイバーケーブル
　　　　　　Ｃ’：支持線が切除された光ファイバーケーブル
　　　　　　　Ｈ：ケーブル保持具
　　　　　　　Ｋ：基本収容空間（収容部）
　　　　　　　Ｌ：蓋体
　　　　　　　Ｐ：配線方向
　　　　　　　Ｖ：基台
　　　　　　Ｗ1 ：外壁面
　　　　　　Ｗ2 ：内壁面
　　　　　　　１：台座部（側壁部）
　　　　　　　２：側壁部
　　　　　　　９：保持片
　　　　　　１０：支持線収容部
　　　　　　１１：抜止め部
　　　　　　２１：天板部
　　　　　　４１：ヒンジ連結部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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